
 

様式第様式第様式第様式第１３１３１３１３号（第１号（第１号（第１号（第１７７７７条関係）条関係）条関係）条関係）    

    

                年年年年        月月月月        日日日日        

鹿沼市長鹿沼市長鹿沼市長鹿沼市長    宛宛宛宛    

    

    

非 選 定 理 由 説 明 要 求非 選 定 理 由 説 明 要 求非 選 定 理 由 説 明 要 求非 選 定 理 由 説 明 要 求 書書書書    

    

    

    鹿沼市斎場申請システム構築及び保守業務鹿沼市斎場申請システム構築及び保守業務鹿沼市斎場申請システム構築及び保守業務鹿沼市斎場申請システム構築及び保守業務に係る業者選定にに係る業者選定にに係る業者選定にに係る業者選定における候補者として選定されなおける候補者として選定されなおける候補者として選定されなおける候補者として選定されな    

かったかったかったかった理由理由理由理由について、次のとおり説明を求めます。について、次のとおり説明を求めます。について、次のとおり説明を求めます。について、次のとおり説明を求めます。    

    

（参加者）（参加者）（参加者）（参加者）    

所所所所                    在在在在    

法 人 の 名法 人 の 名法 人 の 名法 人 の 名 称称称称    

代表者の氏名等代表者の氏名等代表者の氏名等代表者の氏名等                                                        印印印印        

    

１１１１    説明を求める事項説明を求める事項説明を求める事項説明を求める事項    

    

    

    

２２２２    情報提供を求める事項情報提供を求める事項情報提供を求める事項情報提供を求める事項    

    

    

    

((((注注注注))))    １１１１    説明又は情報提供を求める事項は、対象説明又は情報提供を求める事項は、対象説明又は情報提供を求める事項は、対象説明又は情報提供を求める事項は、対象、範囲等、範囲等、範囲等、範囲等を具体的を具体的を具体的を具体的に記載してください。に記載してください。に記載してください。に記載してください。    

２２２２    業者選定に対しては、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）に基づく不服申立業者選定に対しては、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）に基づく不服申立業者選定に対しては、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）に基づく不服申立業者選定に対しては、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）に基づく不服申立てててて

をすることはできません。をすることはできません。をすることはできません。をすることはできません。    

３３３３    業者選定に関する情報の提供については、業者選定に関する情報の提供については、業者選定に関する情報の提供については、業者選定に関する情報の提供については、鹿沼市情報公開条例（平成９年鹿沼市条例第鹿沼市情報公開条例（平成９年鹿沼市条例第鹿沼市情報公開条例（平成９年鹿沼市条例第鹿沼市情報公開条例（平成９年鹿沼市条例第

１５号）第７条第１項に規定にする公開の請求１５号）第７条第１項に規定にする公開の請求１５号）第７条第１項に規定にする公開の請求１５号）第７条第１項に規定にする公開の請求は不要ですは不要ですは不要ですは不要です。ただし、。ただし、。ただし、。ただし、この要求書に基づきこの要求書に基づきこの要求書に基づきこの要求書に基づき

提供する情報の選別については、同条例第６条の規定に基づき判断します。提供する情報の選別については、同条例第６条の規定に基づき判断します。提供する情報の選別については、同条例第６条の規定に基づき判断します。提供する情報の選別については、同条例第６条の規定に基づき判断します。    


